
日本補綴歯科学会の法人化に向けて

大山喬史30代会長より平成15・16年度執行部
の重点課題の1つとして「本学会の法人化取得/
実現に向けての準備」が提示され，新たに法人化
担当委員会が設立された．法人化に対する検討
は，会務連絡会と法人化担当委員長との合議で骨
子を提示し，法人化担当委員会が具体案の策定を
付託する方針が示された．
これまでも本学会の法人化に対する取り組みは行わ
れ，田中久敏28代会長の時代に「法人化へ向けて
のワーキンググループ」が発足し，平成12年12月
の会議のまとめとして「今後の展開として，新会長は
法人化に向けての議論を進めていくか否かの方向性を
明確に示す必要がある」ことを提示した．
川添堯彬29代会長はこれを受けて，重点活動方
針の1つとして「法人化スタートの準備，検討」を掲
げた．そして具体的な活動としては「前執行部の調
査・検討結果を踏まえ，まず法人化の必要性を『メ
リットとデメリット』の観点から調査・検討すること」が
必要であるとした．平成14年10月に川添堯彬29代
会長と平井敏博法人申請準備世話人の連名で理事・
評議員に対し「法人格の申請について」の報告が出
され，本学会が法人格を取得することに対する承認と
引き続き社団法人申請の準備調査を行い，NPO法
人，社団法人のどちらかの法人を選択するかに関して
は，改めて後日の協議事項とすることで承認された．
本年度の本委員会の活動としては，平成15年

6月の委員長会開催時に文部科学省から講師2名
を招聘し，勉強会を開催した．公益法人としての
メリット，デメリット，平成18年以降に実施が
予想される「公益法人制度の抜本的改革に関する
基本方針」などについての解説が行われた．これ
らを踏まえ本学会は，平成15年9月に法人化担
当委員会を開催し，社団法人を目指すことが，平
成15年10月24日に開催された第110回日本補
綴歯科学会総会にて，議決・承認された．
以下に今回対象となった社団法人，NPO法人

および中間法人の特徴を表に示す．

法人格の特徴

社団法人 NPO法人 中間法人

目的 公益（不特定
多数の利益)

公益（不特定
多数の利益)

共益（構成員
の利益）

設立 行政の許可 行政の認証 準則主義（登
記）

構成員の資格 審査あり 審査なし 審査あり

所轄官庁 各省庁 内閣府 法務省

課税 原則非課税 原則非課税 原則課税

歯科関係学会 日本口腔外科
学会
日本矯正歯科
学会

日本歯周病
学会
日本歯科保存
学会
日本歯科放射
線学会
日本歯科医療
管理学会

日本小児歯科
学会
日本歯科麻酔
学会

検討中

（法人化担当委員会 川和忠治)

補綴治療における症型分類の導入

歯科臨床の目的を口腔機能の維持と回復とするなら
ば，当然ながら，補綴診療がその最たる責務を担っ
ていると本学会会員は自負しているはずである．しか
し，患者と歯科医の間で，または歯科医間で，その
機能回復が互いの共通の「物差し」で理解，納得し
たうえでなされているのかは不明確である．診療報酬
のなかでも，残念ながら現在の「歯科点数表の解釈」
本には「咀嚼機能検査については算定できない」と記
載されている．このような現状に対して，大山会長はこ
の「物差し ，つまり，『チェアサイドでできる咀嚼機能
あるいは発語機能の検査・評価法の確立』を今期の
重要な事項と位置づけられた．
一般の疾患，障害では，臓器の機能検査によっ
て，診断，病態把握「症型（障害）分類」がなさ
れ，それによって治療法，対応法が決まり，治療
の経過，結果が観察され，患者の納得のもとに治
療が進められる．一方，補綴治療のおいては，各
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